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(57)【要約】
【課題】駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する
駐車位置の駐車形態を正確に推定することを可能とした
駐車場検出装置、駐車場検出方法及びコンピュータプロ
グラムを提供する。
【解決手段】自車が道路を逸脱して駐車場への駐車を行
った場合に、道路の逸脱地点から駐車位置までの自車の
走行履歴に基づいて、自車が道路を逸脱してから駐車す
るまでの走行距離と駐車方位をそれぞれ検出し（Ｓ３１
、Ｓ３２）、検出した走行距離と自車の駐車方向とに基
づいて、自車が逸脱前に走行していた道路に対する駐車
を行った駐車場の駐車形態を推定する（Ｓ３３～Ｓ３６
）ように構成する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両が道路を逸脱したか否かを判定する逸脱判定手段と、
　前記逸脱判定手段によって前記車両が道路を逸脱したと判定された場合に、前記車両が
道路を逸脱した逸脱地点を取得する逸脱地点取得手段と、
　前記道路を逸脱した車両が駐車されたか否か判定する駐車判定手段と、
　前記駐車判定手段によって前記車両が駐車されたと判定された場合に、前記車両の逸脱
地点から前記車両が駐車された駐車位置までの走行履歴に基づいて、前記車両が逸脱前に
走行していた道路に対する前記駐車位置の駐車形態を推定する駐車形態推定手段と、を有
することを特徴とする駐車場検出装置。
【請求項２】
　前記駐車形態推定手段は、前記車両の逸脱地点から前記車両が駐車された駐車位置まで
の走行距離と逸脱前に走行していた道路に対する前記車両の駐車方向に基づいて、前記駐
車位置の駐車形態を推定することを特徴とする請求項１に記載の駐車場検出装置。
【請求項３】
　前記駐車形態推定手段は、前記車両の走行距離が所定距離以下で、且つ前記車両の駐車
方向が逸脱前に走行していた道路に対して垂直方向である場合に、前記駐車位置の駐車形
態を道路に面する並列駐車場として推定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の駐車場検出装置。
【請求項４】
　車両が道路を逸脱したか否かを判定する逸脱判定ステップと、
　前記逸脱判定ステップにおいて前記車両が道路を逸脱したと判定された場合に、前記車
両が道路を逸脱した逸脱地点を取得する逸脱地点取得ステップと、
　前記道路を逸脱した車両が駐車されたか否か判定する駐車判定ステップと、
　前記駐車判定ステップにおいて前記車両が駐車されたと判定された場合に、前記車両の
逸脱地点から前記車両が駐車された駐車位置までの走行履歴に基づいて、前記車両が逸脱
前に走行していた道路に対する前記駐車位置の駐車形態を推定する駐車形態推定ステップ
と、を有することを特徴とする駐車場検出方法。
【請求項５】
　コンピュータに搭載され、
　　　車両が道路を逸脱したか否かを判定する逸脱判定機能と、
　　　前記逸脱判定機能において前記車両が道路を逸脱したと判定された場合に、前記車
両が道路を逸脱した逸脱地点を取得する逸脱地点取得機能と、
　　　前記道路を逸脱した車両が駐車されたか否か判定する駐車判定機能と、
　　　前記駐車判定機能において前記車両が駐車されたと判定された場合に、前記車両の
逸脱地点から前記車両が駐車された駐車位置までの走行履歴に基づいて、前記車両が逸脱
前に走行していた道路に対する前記駐車位置の駐車形態を推定する駐車形態推定機能と、
を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車位置の駐車形態を推定する駐車場検出装置、駐車場検出方法及びコンピ
ュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車載用のナビゲーション装置、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）や携帯電話機などの携帯情報機器、パーソナルコンピュータ等で
は、地図情報として一般道路及び高速道路等の道路や施設名称等を各種記憶デバイスに記
憶するか、又はサーバ等からダウンロードすることにより、利用者に対して所望のエリア
の地図を表示することが可能となっている。
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【０００３】
　更に、従来のナビゲーション装置等では地図を表示するのみでなく、利用者の利便性を
より向上させる為に、車両を駐車する為の駐車場を案内することについても行われていた
。但し、上記従来のナビゲーション装置では、予め地図情報に施設情報として記憶されて
いる駐車場に関する情報について案内することは可能であったが、地図情報に記憶されて
いない情報については案内することができなかった。即ち、駐車場の位置、駐車場までの
経路、駐車料金、利用可能時間等を案内することは可能であったが、その駐車場がどのよ
うな駐車形態を有する駐車場であるのかを案内することはできなかった。
【０００４】
　そこで、例えば特開２００７－３１５９５６号公報には、自車両が駐車場内に進入した
際に、車両に設置されたカメラで周辺環境を撮像し、撮像画像に基づいて駐車場の形状や
駐車スペースの配置を検出する技術について記載されている。また、検出した駐車スペー
スの配置に関する情報をデータベースに記憶することによって、次回以降、自車両が同じ
駐車場に進入した際に、駐車場の形状や駐車スペースの配置に関する情報をユーザに案内
する技術について記載されている。
【特許文献１】特開２００７－３１５９５６号公報（第８－１２頁、図７～図１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、上記従来のナビゲーション装置では、カメラで撮像した画像から駐車場内に描
かれた白線や駐車車両を検出し、その検出結果に基づいて駐車スペースの配置を検出する
。従って、狭いスペースに形成される店舗前型駐車（図２参照）などでは、道路から直接
、車両を駐車する為の駐車スペースへと進入するので、車両が駐車場内を移動する距離が
短く、駐車場の全景をカメラで撮像する前に駐車が完了してしまう。従って、カメラによ
って駐車場内の車両が駐車した以外の駐車スペースの配置を検出することが困難であった
。また、駐車スペースは白線で区切られていない場合もあり、その場合にはカメラの撮像
画像から駐車スペースを検出することができない。また、天候が悪い時や、夜間などはカ
メラの撮像画像から駐車スペースを正確に検出することができない場合がある。
【０００６】
　本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、周囲の環境に
関わらず、駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車位置の駐車形態を容易且つ
正確に推定することを可能とした駐車場検出装置、駐車場検出方法及びコンピュータプロ
グラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため本願の請求項１に係る駐車場検出装置（１）は、車両が道路を
逸脱したか否かを判定する逸脱判定手段（１３）と、前記逸脱判定手段によって前記車両
が道路を逸脱したと判定された場合に、前記車両が道路を逸脱した逸脱地点を取得する逸
脱地点取得手段（１３）と、前記道路を逸脱した車両が駐車されたか否か判定する駐車判
定手段（１３）と、前記駐車判定手段によって前記車両が駐車されたと判定された場合に
、前記車両の逸脱地点から前記車両が駐車された駐車位置までの走行履歴に基づいて、前
記車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車位置の駐車形態を推定する駐車形態推定
手段（１３）と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２に係る駐車場検出装置（１）は、請求項１に記載の駐車場検出装置であ
って、前記駐車形態推定手段（１３）は、前記車両の逸脱地点から前記車両が駐車された
駐車位置までの走行距離と逸脱前に走行していた道路に対する前記車両の駐車方向に基づ
いて、前記駐車位置の駐車形態を推定することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３に係る駐車場検出装置（１）は、請求項１又は請求項２に記載の駐車場
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検出装置であって、前記駐車形態推定手段（１３）は、前記車両の走行距離が所定距離以
下で、且つ前記車両の駐車方向が逸脱前に走行していた道路に対して垂直方向である場合
に、前記駐車位置の駐車形態を道路に面する並列駐車場として推定することを特徴とする
。
【００１０】
　また、請求項４に係る駐車場検出方法は、車両が道路を逸脱したか否かを判定する逸脱
判定ステップ（Ｓ２）と、前記逸脱判定ステップにおいて前記車両が道路を逸脱したと判
定された場合に、前記車両が道路を逸脱した逸脱地点を取得する逸脱地点取得ステップ（
Ｓ１、Ｓ４）と、前記道路を逸脱した車両が駐車されたか否か判定する駐車判定ステップ
（Ｓ７）と、前記駐車判定ステップにおいて前記車両が駐車されたと判定された場合に、
前記車両の逸脱地点から前記車両が駐車された駐車位置までの走行履歴に基づいて、前記
車両が逸脱前に走行していた道路に対する前記駐車位置の駐車形態を推定する駐車形態推
定ステップ（Ｓ３３～Ｓ３６）と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　更に、請求項５に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに搭載され、車両が道
路を逸脱したか否かを判定する逸脱判定機能（Ｓ２）と、前記逸脱判定機能において前記
車両が道路を逸脱したと判定された場合に、前記車両が道路を逸脱した逸脱地点を取得す
る逸脱地点取得機能（Ｓ１、Ｓ４）と、前記道路を逸脱した車両が駐車されたか否か判定
する駐車判定機能（Ｓ７）と、前記駐車判定機能において前記車両が駐車されたと判定さ
れた場合に、前記車両の逸脱地点から前記車両が駐車された駐車位置までの走行履歴に基
づいて、前記車両が逸脱前に走行していた道路に対する前記駐車位置の駐車形態を推定す
る駐車形態推定機能（Ｓ３３～Ｓ３６）と、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　前記構成を有する請求項１に記載の駐車場検出装置によれば、周囲の環境に関わらず、
駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車場の駐車形態を容易且つ正確に推定す
ることが可能となる。そして、仮に駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車場
の駐車形態を、道路走行中にユーザに案内することとすれば、ユーザの駐車操作を容易に
することができる。
【００１３】
　また、請求項２に記載の駐車場検出装置によれば、車両の逸脱地点から車両が駐車され
た駐車位置までの走行距離と逸脱前に走行していた道路に対する車両の駐車方向に基づい
て、駐車位置の駐車形態を推定するので、駐車場のサイズや駐車スペースの配置を考慮し
て、駐車位置の駐車形態を容易に推定することが可能となる。
【００１４】
　また、請求項３に記載の駐車場検出装置によれば、車両が所定距離以下の走行距離で逸
脱前に走行していた道路に対して垂直方向に駐車した駐車場を、道路に面する並列駐車場
として推定するので、駐車場の中でも特に駐車操作が特殊であり、且つ駐車場として把握
することが難しい道路に面する並列駐車場を正確に把握することが可能となる。
【００１５】
　また、請求項４に記載の駐車場検出方法によれば、周囲の環境に関わらず、駐車車両が
逸脱前に走行していた道路に対する駐車場の駐車形態を容易且つ正確に推定することが可
能となる。そして、仮に駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車場の駐車形態
を、道路走行中にユーザに案内することとすれば、ユーザの駐車操作を容易にすることが
できる。
【００１６】
　更に、請求項５に記載のコンピュータプログラムによれば、周囲の環境に関わらず、駐
車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車場の駐車形態をコンピュータが容易且つ
正確に推定することが可能となる。そして、仮に駐車車両が逸脱前に走行していた道路に
対する駐車場の駐車形態を、道路走行中にユーザに案内することとすれば、ユーザの駐車
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操作を容易にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る駐車場検出装置についてナビゲーション装置に具体化した一実施形
態に基づき図面を参照しつつ詳細に説明する。
　先ず、本実施形態に係るナビゲーション装置１の概略構成について図１を用いて説明す
る。図１は本実施形態に係るナビゲーション装置１を示したブロック図である。
【００１８】
　図１に示すように本実施形態に係るナビゲーション装置１は、自車の現在位置を検出す
る現在位置検出部１１と、各種のデータが記録されたデータ記録部（記憶媒体）１２と、
入力された情報に基づいて、各種の演算処理を行うナビゲーションＥＣＵ（逸脱判定手段
、逸脱地点取得手段、駐車判定手段、駐車形態推定手段）１３と、ユーザからの操作を受
け付ける操作部１４と、ユーザに対して地図等の情報を表示する液晶ディスプレイ１５と
、経路案内に関する音声ガイダンスを出力するスピーカ１６と、プログラムを記憶した記
憶媒体であるＤＶＤを読み取るＤＶＤドライブ１７と、交通情報センタ等の情報センタと
の間で通信を行う通信モジュール１８と、から構成されている。
【００１９】
　以下に、ナビゲーション装置１を構成する各構成要素について順に説明する。
　現在位置検出部１１は、ＧＰＳ２１、地磁気センサ２２、車速センサ２３、ステアリン
グセンサ２４、ジャイロセンサ２５、高度計（図示せず）等からなり、現在の自車の位置
、方位、自車の走行速度等を検出することが可能となっている。ここで、特に車速センサ
２３は、車両の移動距離や車速を検出する為のセンサであり、車両の車輪の回転に応じて
パルスを発生させ、パルス信号をナビゲーションＥＣＵ１３に出力する。そして、ナビゲ
ーションＥＣＵ１３は発生するパルスを計数することにより車輪の回転速度や移動距離を
算出する。尚、上記５種類のセンサをナビゲーション装置１が全て備える必要はなく、こ
れらの内の１又は複数種類のセンサのみをナビゲーション装置１が備える構成としても良
い。
【００２０】
　また、データ記録部１２は、外部記憶装置及び記録媒体としてのハードディスク（図示
せず）と、ハードディスクに記録された地図情報ＤＢ３１、車両ＤＢ３２、所定のプログ
ラム等を読み出すとともにハードディスクに所定のデータを書き込む為のドライバである
記録ヘッド（図示せず）とを備えている。
【００２１】
　ここで、地図情報ＤＢ３１は、経路案内、交通情報案内及び地図表示に必要な各種地図
データが記録されている。
　また、地図データは、具体的には、道路（リンク）形状に関するリンクデータ３３、ノ
ード点に関するノードデータ３４、施設に関する施設データ３５、経路を探索するための
探索データ、各交差点に関する交差点データ、地点を検索するための検索データ、地図、
道路、交通情報等の画像を液晶ディスプレイ１５に描画するための画像描画データ等から
構成されている。
【００２２】
　また、特に施設データ３５には、駐車場に関する情報（以下、駐車場情報という）が含
まれる。また、本実施形態のナビゲーション装置１に記憶される駐車場情報としては、駐
車場の位置座標、駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車場（即ち、車両の駐
車位置）の駐車形態等がある。
【００２３】
　以下に、上記駐車場情報の内、特に駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車
場の駐車形態（以下、単に特定駐車形態という）について図２～図４を用いて説明する。
ここで、駐車場の特定駐車形態には、大きく分類すると“道路に面する駐車場”と“道路
に面しない駐車場”がある。そして、道路に面する駐車場としては例えば店舗前型駐車場
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等がある。また、道路に面しない駐車場としては例えば通常型駐車場や大型駐車場等があ
る。図２は店舗前型駐車場に分類される駐車場の一例を示した図、図３は通常型駐車場に
分類される駐車場の一例を示した図、図４は大型駐車場に分類される駐車場の一例を示し
た図である。
　図２に示すように、店舗前型駐車場は、コンビニエンスストアや小規模の飲食店などの
小型店舗５２の限られた狭い敷地内に形成される小型の駐車場である。そして、店舗前型
駐車場の駐車スペース５１は、駐車車両が駐車場に進入する為に逸脱した道路５３、即ち
、逸脱前に走行していた道路５３に隣接して複数（図２では４個）配置される。また、配
置される駐車スペース５１の長手方向は、道路５３と垂直方向をなす。
　また、図３に示すように、通常型駐車場は、駅前にあるコインパーキングや中規模の飲
食店などの敷地内に形成される中型の駐車場である。
　また、図４に示すように、大型駐車場は、大規模のショッピングセンターなどの敷地内
に形成される大型の駐車場である。
　尚、後述するように本実施形態に係るナビゲーションＥＣＵ１３は、自車両が駐車され
た場合に、道路を逸脱してから駐車を完了するまでの自車両の走行履歴に基づいて、駐車
場の特定駐車形態を推定する。更に、ナビゲーションＥＣＵ１３は、推定した駐車場の特
定駐車形態に基づいて、施設データ３５の駐車場情報を更新する。
【００２４】
　また、車両ＤＢ３２は、ナビゲーション装置１が搭載された車両の形状設計値等の車両
に関する各種パラメータ情報が記憶された記憶手段である。例えば車両ＤＢ３２には、車
両の車輪半径、車長、車幅、車高、ホイールベース、最小旋回半径等について記憶されて
いる。
　尚、自車両の走行履歴とともに上記の車両ＤＢ３２に記憶された各種パラメータ情報を
用いれば、ナビゲーションＥＣＵ１３は駐車場の特定駐車形態をより正確に推定すること
も可能となる。
【００２５】
　一方、ナビゲーションＥＣＵ（エレクトロニック・コントロール・ユニット）１３は、
公知のダイクストラ法を用いて目的地への案内経路を探索する経路探索処理、設定された
案内経路に従って走行を案内する走行案内処理、自車が駐車した駐車場の特定駐車形態を
推定する駐車場検出処理、目的地や自車の現在位置周辺の駐車場に関する情報（駐車場の
位置、駐車場の特定駐車形態等）を案内する駐車場案内処理等のナビゲーション装置１の
全体の制御を行う電子制御ユニットである。そして、演算装置及び制御装置としてのＣＰ
Ｕ４１、並びにＣＰＵ４１が各種の演算処理を行うに当たってワーキングメモリとして使
用されるとともに、経路が探索されたときの経路データ、駐車場判定フラグ等が記憶され
るＲＡＭ４２、ナビゲーション装置１の備える各種装置の制御用のプログラムのほか、後
述の駐車場検出処理プログラム（図５～図８参照）を記録するＲＯＭ４３、ＲＯＭ４３か
ら読み出したプログラムのほか、自車の走行履歴等を記録するフラッシュメモリ４４等の
内部記憶装置を備えている。
【００２６】
　操作部１４は、案内終了地点としての目的地を入力する際等に操作され、各種のキー、
ボタン等の複数の操作スイッチ（図示せず）から構成される。そして、ナビゲーションＥ
ＣＵ１３は、各スイッチの押下等により出力されるスイッチ信号に基づき、対応する各種
の動作を実行すべく制御を行う。尚、液晶ディスプレイ１５の前面に設けたタッチパネル
によって構成することもできる。
【００２７】
　また、液晶ディスプレイ１５には、操作案内、操作メニュー、キーの案内、現在地から
目的地までの案内経路、案内経路に沿った案内情報、駐車場情報、交通情報、ニュース、
天気予報、時刻、メール、テレビ番組等が表示される。
【００２８】
　また、スピーカ１６は、具体的にナビゲーションＥＣＵ１３からの指示に基づいて案内
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経路に沿った走行を案内する音声ガイダンスを出力する。ここで、出力される音声ガイダ
ンスとしては、例えば、「３００ｍ先の○○交差点を右方向です。」等がある。
【００２９】
　また、ＤＶＤドライブ１７は、ＤＶＤやＣＤ等の記録媒体に記録されたデータを読み取
り可能なドライブである。そして、読み取ったデータに基づいて地図情報ＤＢ３１の更新
等が行われる。
【００３０】
　また、通信モジュール１８は、交通情報センタ、例えば、ＶＩＣＳセンタやプローブセ
ンタ等から送信された渋滞情報、規制情報、駐車場満空情報、交通事故情報等の各情報か
ら成る交通情報を受信する為の通信装置であり、例えば携帯電話機やＤＣＭが該当する。
【００３１】
　続いて、前記構成を有するナビゲーション装置１において実行する駐車場検出処理プロ
グラムについて図５に基づき説明する。図５は本実施形態に係る駐車場検出処理プログラ
ムのフローチャートである。ここで、駐車場検出処理プログラムは車両のイグニションが
ＯＮされた後に所定間隔（例えば２００ｍｓ毎）で実行され、自車両が駐車した駐車場に
関する各種パラメータを推定し、推定した各種パラメータに基づいて地図情報ＤＢ３１を
更新するプログラムである。尚、以下の図５～図８にフローチャートで示されるプログラ
ムは、ナビゲーションＥＣＵ１３が備えているＲＡＭ４２、ＲＯＭ４３等に記憶されてお
り、ＣＰＵ４１により実行される。
【００３２】
　先ず、駐車場検出処理プログラムでは、ステップ（以下、Ｓと略記する）１において、
ＣＰＵ４１はＧＰＳ２１を用いて自車の現在位置を取得する。
【００３３】
　次に、Ｓ２においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ１で取得した自車の現在位置と地図情報ＤＢ
３１に記憶された地図情報とに基づいて、自車が道路外に位置するか否か、即ち、自車が
道路から逸脱したか否かを判定する。尚、本実施形態では後輪車軸中央点の座標が道路外
にある場合に、自車が道路外に位置すると判定する。また、上記Ｓ２が逸脱判定手段の処
理に相当する。
【００３４】
　そして、自車が道路外に位置すると判定された場合（Ｓ２：ＹＥＳ）、即ち、自車が道
路から逸脱したと判定された場合には、Ｓ３へと移行する。一方、自車が道路外に位置す
ると判定された場合（Ｓ２：ＮＯ）には、Ｓ６へと移行する。
【００３５】
　続いて、Ｓ３においてＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶された駐車場判定フラグを読み
出し、駐車場判定フラグがＯＮであるか否か判定する。尚、駐車場判定フラグは自車が道
路を逸脱し、駐車を行っている状態或いは駐車が完了した状態にあることを特定するフラ
グであり、イグニションがＯＮされた際に行われる初期設定処理でＯＦＦに設定される。
また、後述のＳ５において駐車場判定フラグはＯＮされる。
【００３６】
　そして、駐車場判定フラグがＯＦＦであると判定された場合（Ｓ３：ＮＯ）には、Ｓ４
へと移行する。一方、駐車場判定フラグがＯＮであると判定された場合（Ｓ３：ＹＥＳ）
には、Ｓ６へと移行する。
【００３７】
　Ｓ４においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ１で取得した自車の現在位置、即ち、自車が道路を
逸脱した逸脱地点の座標をデータ記録部１２又はフラッシュメモリ４４等に記憶する。尚
、上記Ｓ１、Ｓ４が逸脱地点取得手段の処理に相当する。
【００３８】
　その後、Ｓ５においてＣＰＵ４１はＲＡＭ４２に記憶された駐車場判定フラグを読み出
し、駐車場判定フラグをＯＮに設定する。
【００３９】
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　次に、Ｓ６においてＣＰＵ４１は後述の走行履歴記憶処理（図６）を行う。尚、走行履
歴記憶処理は、道路を逸脱してから駐車を完了するまでの自車の車両位置と方位を走行履
歴として記憶する処理である。
【００４０】
　続いて、Ｓ７においてＣＰＵ４１は駐車場での自車の駐車が完了したか否か判定する。
具体的には、ＣＰＵ４１は自車のシフト位置を検出し、シフト位置が「Ｐ」に変更された
場合に駐車が完了したと判定する。尚、上記Ｓ７が駐車判定手段の処理に相当する。
【００４１】
　そして、駐車が完了したと判定された場合（Ｓ７：ＹＥＳ）には、Ｓ８へと移行する。
一方、駐車が完了していないと判定された場合（Ｓ７：ＮＯ）には、Ｓ１へと戻り、継続
して道路の逸脱判定や自車の走行履歴の記憶を行う。
【００４２】
　Ｓ８においてＣＰＵ４１は後述の駐車場情報更新処理（図７）を行う。尚、駐車場情報
更新処理は、自車の走行履歴に基づいて自車が駐車した駐車場の特定駐車形態を推定し、
地図情報ＤＢ３１に記憶された駐車場情報を更新する処理である。
【００４３】
　次に、前記Ｓ６でナビゲーションＥＣＵ１３が実行する走行履歴記憶処理のサブ処理に
ついて図６に基づき説明する。図６は本実施形態に係る走行履歴記憶処理のサブ処理プロ
グラムのフローチャートである。
【００４４】
　走行履歴記憶処理において、先ずＳ１１でＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶された駐車
場判定フラグを読み出し、駐車場判定フラグがＯＮであるか否か判定する。
【００４５】
　そして、駐車場判定フラグがＯＮであると判定された場合（Ｓ１１：ＹＥＳ）には、Ｓ
１２へと移行する。一方、駐車場判定フラグがＯＦＦであると判定された場合（Ｓ１１：
ＮＯ）には、走行履歴記憶処理のサブ処理を終了し、Ｓ７へと移行する。
【００４６】
　Ｓ１２においてＣＰＵ４１は、ＧＰＳ２１や車速センサ２３等を用いて自車の現在位置
座標を取得する。また、ステアリングセンサ２４やジャイロセンサ２５等を用いて現在の
自車方位を取得する。
【００４７】
　続いて、Ｓ１３においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ１２で検出した自車の現在位置座標や自
車方位を走行履歴としてデータ記録部１２やフラッシュメモリ４４等に記憶する。その後
、走行履歴記憶処理のサブ処理を終了し、Ｓ７へと移行する。
【００４８】
　次に、前記Ｓ８でナビゲーションＥＣＵ１３が実行する駐車場情報更新処理のサブ処理
について図７に基づき説明する。図７は本実施形態に係る駐車場情報更新処理のサブ処理
プログラムのフローチャートである。
【００４９】
　駐車場情報更新処理において、先ずＳ２１でＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶された駐
車場判定フラグを読み出し、駐車場判定フラグがＯＮであるか否か判定する。
【００５０】
　そして、駐車場判定フラグがＯＮであると判定された場合（Ｓ２１：ＹＥＳ）には、Ｓ
２２へと移行する。一方、駐車場判定フラグがＯＦＦであると判定された場合（Ｓ２１：
ＮＯ）には、駐車場情報更新処理のサブ処理を終了する。
【００５１】
　続いて、Ｓ２２においてＣＰＵ４１は、地図情報ＤＢ３１に記憶された駐車場情報と自
車の現在位置（即ち駐車位置）とに基づいて、自車の駐車位置が地図情報ＤＢ３１に駐車
場情報が記憶された駐車場内にあって、且つその駐車場の駐車場情報に特定駐車形態に関
する情報が含まれているか否か判定する。
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【００５２】
　そして、自車の駐車位置が地図情報ＤＢ３１に駐車場情報が記憶された駐車場内にあっ
て、且つその駐車場の駐車場情報に特定駐車形態に関する情報が含まれていると判定され
た場合（Ｓ２２：ＹＥＳ）には、駐車場情報の更新をすることなく駐車場情報更新処理の
サブ処理を終了する。一方、自車の駐車位置が地図情報ＤＢ３１に駐車場情報が記憶され
た駐車場内にないと判定された場合、或いは自車の駐車位置が地図情報ＤＢ３１に駐車場
情報が記憶された駐車場内であった場合でも、その駐車場の駐車場情報に特定駐車形態に
関する情報が含まれていないと判定された場合（Ｓ２２：ＮＯ）には、Ｓ２３へと移行す
る。
【００５３】
　Ｓ２３においてＣＰＵ４１は後述の駐車形態推定処理（図８）を行う。尚、駐車形態推
定処理は、自車の走行履歴に基づいて自車が駐車した駐車場の特定駐車形態を推定する処
理である。
【００５４】
　その後、Ｓ２４においてＣＰＵ４１は、自車の駐車位置及び前記Ｓ２３で推定された駐
車場の特定駐車形態に基づいて、地図情報ＤＢ３１の駐車場情報を更新する。
　具体的には、自車の駐車位置が地図情報ＤＢ３１に駐車場情報が記憶された駐車場内に
ない場合には、先ず、自車の駐車位置を新たな駐車場として検出する。そして、自車の駐
車位置を新たな駐車場の位置情報として地図情報ＤＢ３１に記憶する。更に、前記Ｓ２３
で推定された駐車場の特定駐車形態を新たな駐車場の特定駐車形態として地図情報ＤＢ３
１に記憶する。
　また、自車の駐車位置が地図情報ＤＢ３１に駐車場情報が記憶された駐車場内にある場
合には、更に、その駐車場の駐車場情報として特定駐車場形態が記憶されているか判定す
る。そして、特定駐車場形態が記憶されていない場合に、前記Ｓ２３で推定された駐車場
の特定駐車形態をその駐車場の特定駐車形態として地図情報ＤＢ３１に記憶する。その後
、駐車場情報更新処理のサブ処理を終了する。
【００５５】
　そして、ナビゲーション装置１は前記Ｓ２４で更新された地図情報に基づいて、次回以
降の走行時において駐車場に関する案内を行う。具体的には、自車が目的地に接近した場
合には、目的地周辺に位置する駐車場の駐車場情報を液晶ディスプレイ１５に表示したり
、スピーカ１６から出力する。また、自車の現在位置周辺に位置する駐車場の駐車場情報
を液晶ディスプレイ１５に表示したり、スピーカ１６から出力する。
　その際に案内される駐車場情報には、特定駐車形態に関する情報が含まれるので、ユー
ザの駐車操作を容易にすることができる。
【００５６】
　次に、前記Ｓ２３でナビゲーションＥＣＵ１３が実行する駐車形態推定処理のサブ処理
について図８に基づき説明する。図８は本実施形態に係る駐車形態推定処理のサブ処理プ
ログラムのフローチャートである。
【００５７】
　駐車形態推定処理において、先ずＳ３１でＣＰＵ４１は、データ記録部１２又はフラッ
シュメモリ４４に前記Ｓ４及びＳ６で記憶された走行履歴を読み出し、読み出した走行履
歴に基づいて自車が道路を逸脱した逸脱地点から駐車位置までの走行距離を算出する。尚
、車速センサ２３により走行距離を算出するようにしても良い。
【００５８】
　次に、Ｓ３２でＣＰＵ４１は、データ記録部１２又はフラッシュメモリ４４に前記Ｓ６
で記憶された走行履歴を読み出し、読み出した走行履歴に基づいて自車の駐車位置での駐
車方向（車両方位）を取得する。
【００５９】
　続いて、Ｓ３３～Ｓ３８においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ３１で算出した走行距離及び前
記Ｓ３２で取得した駐車方向に基づいて、自車が駐車した駐車場の駐車形態が店舗前型駐
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車場、通常型駐車場及び大型駐車場のいずれかに該当するか推定する。
【００６０】
　具体的には、自車が道路を逸脱した逸脱地点から駐車位置までの走行距離が１０ｍ以下
で、且つ自車の駐車方向が、逸脱する前に走行していた道路に対して略垂直方向（例えば
８０°～１００°とする。尚、９０°に対して一定の幅を持たした角度であれば良い）で
ある場合（Ｓ３３：ＹＥＳ、Ｓ３４：ＹＥＳ）には、自車が駐車した駐車場の特定駐車形
態を道路に面する並列駐車場、即ち、店舗前型駐車場に推定する（Ｓ３６）。
【００６１】
　ここで、図９は特定駐車形態が店舗前型駐車場に推定される駐車場の一例を示した図で
ある。前記したように店舗前型駐車場では、店舗５２と店舗５２に並設された道路５３と
の間に駐車スペース５１が配置され、道路５３から駐車スペース５１までの距離はごく短
い距離となる。また、配置される駐車スペース５１の長手方向は、道路５３と垂直方向を
なす。従って、図９に示すように自車両８１が道路５３を逸脱した逸脱地点Ｘから駐車位
置Ｙまでの走行距離Ｌが１０ｍ以下であり、且つ自車両８１の駐車方向φが道路５３に対
して略垂直方向となる場合に、ＣＰＵ４１は自車両８１が駐車を行った駐車場を店舗前型
駐車場に推定する。
【００６２】
　一方、自車が道路を逸脱した逸脱地点から駐車位置までの走行距離が１０ｍより長く５
０ｍ以下である場合（Ｓ３３：ＮＯ、Ｓ３５：ＹＥＳ）、又は走行距離が１０ｍ以下で、
且つ自車の駐車方向が、逸脱する前に走行していた道路に対して略垂直方向でない場合（
Ｓ３３：ＹＥＳ、Ｓ３４：ＮＯ）には、自車が駐車した駐車場の特定駐車形態を通常型駐
車場に推定する（Ｓ３７）。
【００６３】
　ここで、図１０は特定駐車形態が通常型駐車場に推定される駐車場の一例を示した図で
ある。通常型駐車場では、道路６２から駐車場の入口６３を隔てて一定距離離れた位置に
駐車スペース６１が配置され、道路６２から駐車スペース６１までの距離は店舗前型駐車
場と比べて長い距離となる。また、道路６２から駐車スペース６１までの距離が短い場合
であっても、自車両８１の駐車方向φが道路６２に対して垂直方向でない場合には通常型
駐車場に推定される。従って、図１０に示すように自車両８１が道路６２を逸脱した逸脱
地点Ｘから駐車位置Ｙまでの走行距離Ｌが１０ｍ＜Ｌ≦５０ｍである場合に、ＣＰＵ４１
は自車両８１が駐車を行った駐車場を通常型駐車場に推定する。また、自車両８１が道路
６２を逸脱した逸脱地点Ｘから駐車位置Ｙまでの走行距離Ｌが１０ｍ以下であっても、自
車両８１の駐車方向φが道路６２に対して略垂直方向とならない場合には、ＣＰＵ４１は
自車両８１が駐車を行った駐車場を通常型駐車場に推定する。
【００６４】
　また、自車が道路を逸脱した逸脱地点から駐車位置までの走行距離が５０ｍより長い場
合（Ｓ３５：ＮＯ）には、自車が駐車した駐車場の特定駐車形態を大型駐車場に推定する
（Ｓ３８）。
【００６５】
　ここで、図１１は特定駐車形態が大型駐車場に推定される駐車場の一例を示した図であ
る。大型駐車場では、道路７２から駐車場の入口７３を隔てて相当距離離れた位置に駐車
スペース７１が配置され、道路７２から駐車スペース７１までの距離は通常型駐車場と比
べて長い距離となる。従って、図１１に示すように自車両８１が道路７２を逸脱した逸脱
地点Ｘから駐車位置Ｙまでの走行距離Ｌが５０ｍ＜Ｌである場合に、ＣＰＵ４１は自車両
８１が駐車を行った駐車場を大型駐車場に推定する。
【００６６】
　その後、ＣＰＵ４１はＳ２４へと処理を移行し、推定された駐車場の駐車形態に基づい
て、地図情報ＤＢ３１に記憶された駐車場情報を更新する。また、上記Ｓ３３～Ｓ３６が
駐車形態推定手段の処理に相当する。
【００６７】
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　以上詳細に説明した通り、本実施形態に係るナビゲーション装置１、ナビゲーション装
置１による駐車場検出方法及びナビゲーション装置１のナビゲーションＥＣＵ１３により
実行されるコンピュータプログラムでは、自車が道路を逸脱して駐車場への駐車を行った
場合に、道路の逸脱地点から駐車位置までの自車の走行履歴に基づいて、自車が道路を逸
脱してから駐車するまでの走行距離と駐車方位をそれぞれ検出し（Ｓ３１、Ｓ３２）、検
出した走行距離と自車の駐車方向とに基づいて、自車が逸脱前に走行していた道路に対す
る駐車を行った駐車場の駐車形態を推定する（Ｓ３３～Ｓ３６）ので、周囲の環境に関わ
らず、駐車車両が逸脱前に走行していた道路に対する駐車場の駐車形態を容易且つ正確に
推定することが可能となる。そして、道路走行中のユーザに自車両が逸脱前に走行してい
た道路に対する駐車場の駐車形態を案内することとすれば、ユーザの駐車操作を容易にす
ることができる。
　また、車両の逸脱地点から車両が駐車された駐車位置までの走行距離と逸脱前に走行し
ていた道路に対する車両の駐車方向に基づいて、駐車位置の駐車形態を推定するので、駐
車場のサイズや駐車スペースの配置を考慮して、駐車位置の駐車形態を容易に推定するこ
とが可能となる。
　また、特に自車が道路を逸脱した逸脱地点から駐車位置までの走行距離が１０ｍ以下で
、且つ自車の駐車方向が、逸脱する前に走行していた道路に対して垂直方向である場合に
は、自車が駐車した駐車場の特定駐車形態を道路に面する並列駐車場、即ち、店舗前型駐
車場に推定する（Ｓ３４）ので、駐車場の中でも特に駐車操作が特殊であり、且つ駐車場
として把握することが難しい所謂店舗前型駐車場を正確に把握することが可能となる。そ
して、仮に駐車場が道路に面する並列駐車場であることを、次回の駐車を行う際にユーザ
に案内することとすれば、ユーザにその駐車場へ車両を進入させる際の適切な車両の進入
方向や進入位置を事前に把握させることが可能となる。
【００６８】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
　例えば、本実施形態では、道路を逸脱してから駐車を行うまでの車両の走行距離や駐車
方向に基づいて、駐車場の特定駐車形態を推定することとしているが、他の走行履歴を用
いて推定することとしても良い。例えば、道路を逸脱してから駐車を完了するまでの自車
の旋回回数や旋回角度の総和等に基づいて駐車場の特定駐車形態を推定するようにしても
良い。
【００６９】
　また、ナビゲーション装置１が推定した駐車場の特定駐車形態に関する情報を他車両に
提供する構成としても良い。例えば、プローブ情報としてプローブセンタを介して提供し
ても良いし、車車間通信により他車両に提供するようにしても良い。
【００７０】
　また、車両の走行履歴に基づいて駐車場内の駐車スペースの配置を推定するように構成
しても良い。その際には、例えば、駐車場内の自車の駐車位置を検出し、駐車位置を駐車
スペースとして推定する。また、過去の処理で推定された駐車スペースと今回の処理で推
定された駐車スペースの間に一定間隔（幅２ｍ前後）のスペースがある場合には、そのス
ペースについても駐車スペースとして推定する。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本実施形態に係るナビゲーション装置を示したブロック図である。
【図２】店舗前型駐車場に分類される駐車場の一例を示した図である。
【図３】通常型駐車場に分類される駐車場の一例を示した図である。
【図４】大型駐車場に分類される駐車場の一例を示した図である。
【図５】本実施形態に係る駐車場検出処理プログラムのフローチャートである。
【図６】本実施形態に係る走行履歴記憶処理のサブ処理プログラムのフローチャートであ
る。
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【図７】本実施形態に係る駐車場情報更新処理のサブ処理プログラムのフローチャートで
ある。
【図８】本実施形態に係る駐車形態推定処理のサブ処理プログラムのフローチャートであ
る。
【図９】特定駐車形態が店舗前型駐車場に推定される駐車場の一例を示した図である。
【図１０】特定駐車形態が通常型駐車場に推定される駐車場の一例を示した図である。
【図１１】特定駐車形態が大型駐車場に推定される駐車場の一例を示した図である。
【符号の説明】
【００７２】
　　１　　　　　　　ナビゲーション装置
　　１２　　　　　　データ記録部
　　１３　　　　　　ナビゲーションＥＣＵ
　　３１　　　　　　地図情報ＤＢ
　　４１　　　　　　ＣＰＵ
　　４２　　　　　　ＲＡＭ
　　４３　　　　　　ＲＯＭ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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